
申請に当たっての留意事項 

 

○本事業は、私立小中学校の授業料負担が、家庭の経済状況からすると極めて重いと考えら

れる世帯の児童生徒について、授業料負担の軽減を行うとともに、義務教育段階において

私立学校を選択している理由や家庭の経済状況などの実態を把握するための実証事業です。 

 

○本事業に申請するためには、以下の基準を満たしていることが必要です。ただし、本事業

は予算の範囲内で実施される実証事業であり、基準を満たしている場合であっても支援の

対象とはならない場合がございますので、御了承ください。 

  ①在籍基準 

７月１日時点で、私立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、

特別支援学校の小学部及び中学部のいずれかに在籍していること 

 ②所得基準 

    保護者等（※）全員の年収合計が４００万円未満の御家庭であること。具体的な基

準としては、所得金額の合計（損失が計上されている所得がある場合、当該所得は

０円として計算する。また、雑損失以外の繰越控除がある場合、当該繰越控除の適

用がなかったこととして計算する）から所得控除合計等を差し引いた額の合計が１

４０万円未満（寡婦控除の適用がある場合は１４３万円未満、寡夫控除の適用があ

る場合は１４７万円未満）であること。 

  ③資産基準 

    保護者等（※）全員の保有資産額の合計が６００万円以下であること 

 

   ※保護者等とは、親権者全員（親権者がいない場合は未成年後見人又は児童生徒の生

計を維持する者）、同居の祖父母、左記の者以外に授業料を負担する者のことを指し

ます。 

 

○支援を受けるためには、文部科学省が実施するアンケート調査及びヒアリング調査に御協

力いただくことが必要です。なお、ヒアリング調査への御協力は、調査対象に選出された

場合についてのみです。 

 

○本事業に申請するためには、以下の①～③の全ての書類の提出が必要です。 

なお、①②と③は回収用封筒が別になりますので、御注意ください。 

  ①申請書（課税証明書と保有資産を確認できる書類の添付が必要です） 

  ②誓約書 

  ③意識調査書（アンケート調査） 

 

○支援対象に選定された方に、最大で年額１０万円を支援します。支援金は、原則として学

校が代理受領し授業料が減額されます。支援対象者及び支援額の決定は、１月以降を予定

しております。 
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※日出学園の場合は、授業料引き落とし口座へ振り込みます。




